
松本地域の皆様へ  
②新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応について 

(令和２年５月８日付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に基づき作成) 

令和２年５月 11 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口」（帰国者・接触者相談センター） 

松本保健所 ： ０２６３－４０－１９３９ 

〇 相談内容から、症状等に応じた調整や案内の実施 

 

症状のある方 

●息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感）、高熱がある方 

●重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある方 

 

 

 

 

 

●上記以外の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く方 

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様） 
 

・高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある 

・透析を受けている 

・免疫抑制剤・抗がん剤等を用いている 

※妊婦の方も早めにご相談ください 

 帰国者・接触者外来 

 

ご自宅での静養 

様子をみて、必要に応じて 

再び相談窓口へ連絡 

案内 

 

受診調整 

 

症状が改善し

ない場合など 

   

●左の症状以外の方 

・基礎疾患等が無く 

  他の感染症の疑い 

  など・・・ 

かかりつけ医・休日当番医 

〇 診察や、一般的な感染症に関する検査の実施 

相談 

かかりつけ医 

（一般医療機関） 

かかりつけ医が無い方 かかりつけ医が有る方 

他の感染症が 

疑われる場合など 

新型コロナウイルス感染症が疑われる 

重症化が見込まれる場合など 

電話 

案内 

 

電話 

電話 

症状が軽度の場合 


